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第 14 回全日本ホルスタイン共進会規則 

制定 平成 25 年 3 月 19 日 

改正 平成 25 年 11 月 21 日 

〃    平成 26 年 4 月 1 日 

〃    平成 26 年 6 月 3 日 

〃    平成 26 年 11 月 14 日 

 

 

第１章  総   則 

（会名・目的）    

第１条 この共進会は第 14 回全日本ホルスタイン共進会（以下、「共進会」という。）と

言い、わが国ホルスタイン種及びジャージー種の改良方針に沿って改良を進めている都

道府県代表のそれぞれの種牛を一堂に集め、その水準を広く示し、もって改良増殖の推

進に資し、あわせて堅実な酪農業の伸展を期することを目的とする。 

 

（主催・会期）    

第２条 この共進会は一般社団法人日本ホルスタイン登録協会が主催する。ただし、ジャ

ージー種の部については日本ジャージー登録協会が担当する。その期間は平成 27 年４

月１日から平成 27 年 10 月 26 日までとし、会期を分けて第１期及び第２期とする。 

第１期は平成 27 年４月１日から平成 27 年９月 28 日までとし、出品牛について現地審

査を行う。 

第２期は平成 27 年９月 29 日から平成 27 年 10 月 26 日までとし､同年 10 月 23 日から

同年 10 月 26 日までの４日間、次項の日程により北海道勇払郡安平町において集合審査

を行う。 

  なお、この規則において、特に記載のないときは第２期の集合審査を指す。 

２．集合審査における日程は次のとおりとする。    

      平成 27 年 10 月 23 日(金)    開会式、測定､ 写真撮影  

          同   10 月 24 日(土)   審査、講評  

           同  10 月 25 日(日)    審査、講評、チャンピオン決定審査  

          同  10 月 26 日(月)    上位入賞牛パレード、閉会式  

 

（事 務 所）    

第３条 この共進会の事務所は両登録協会内に置く。ただし、会期中は会場内に移す。 
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第２章  出   品      

（出品区分・出品頭数）    

第４条 第１期の出品牛は、第６条に掲げる出品牛の資格を備える見込みのものとする。 

２．この共進会出品区分は、別表のとおり、ホルスタイン種 14 部、ジャージー種４部の計

18 部とする。    

   なお、出品区分の基礎となる年齢は、平成 27 年９月末日をもって算定する。  

３．出品頭数はホルスタイン種 360 頭、ジャージー種 40 頭の計 400 頭以内とする。  

   ただし､ホルスタイン種牛の出品内訳は､都道府県一般割当枠 260 頭、後代検定娘牛の

部出品枠 80 頭、高等学校特別出品枠 20 頭とする。  

 １）後代検定娘牛の部への出品枠及び高等学校特別枠は各ブロックに割当てる。 

  ２）高等学校特別枠は、都道府県一般割当枠及び後代検定出品枠に出品しない高等学校

に割当て、１校１頭とする。なお、高等学校特別枠による牛は該当する月（年）齢の

部に出品する。  

      

（出品の制限）    

第５条 出品は、ホルスタイン種牛にあっては１戸２頭以内とする。 

  ただし、第１、２、６、９部（後代検定娘牛の部）出品牛についてはこの限りでない。  

２．各都道府県一般割当枠の品種別出品の過半数は､経産牛でなければならない｡  

      

（出品牛の資格）    

第６条 出品牛は、国内産のホルスタイン種又はジャージー種の血統登録雌牛で、次の条

件を備えたものとする。  

また、受精卵移植による生産牛の出品にあっては、その牛の血統登録時の所有者の居

住する都道府県を産地として取扱う。  

  １）第１部から第 11 部までの出品牛は、自県産で、かつ、出品者が平成 27 年９月末日

まで引き続き６月以上所有し、飼養しているもの。 

     ただし、第１、２、６、９部（後代検定娘牛の部）出品牛については、飼養期間を

特に定めない。    

２）第 12 部から第 14 部までの出品牛は､平成 27 年９月末日まで引き続き１年以上所有

し、飼養しているもの。 

なお、出品者が居住している都道府県、市町村又は加入している団体等が所有して

いる牛については、出品者が引き続き上記１）にあっては６月以上、上記２）にあっ

ては１年以上管理しているものとする。  

  ３）第 15 部から第 18 部までの出品牛は、出品者が平成 27 年９月末日まで引き続き６月

以上所有し、飼養しているものとする。  

 ４）未経産牛で生後 20 月以上のものは､妊娠確実であるもの。なお、種付けの日を含め
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て 180 日以上で早産又は流産したものは、経産牛として扱う。  

２．出品牛は、牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法（以下「特

別措置法」という）第９条に規定する所定の耳標を装着しているものとする。また、上

記の飼養期間等の算定は、両協会の血統登録牛移動証明及び牛の個体識別全国データベ

ースにより行う。  

３．出品牛又は母牛に係わる検定成績証明の条件は次のとおりとする。  

    ただし、国外で採取された受精卵によって生産された出品牛の母牛の検定成績は、当

該外国登録団体が発行する血統能力証明書により判定する。  

(１) 22 月未満未経産牛      母牛が検定成績証明申込中又は証明済みのもの。  

(２）30 月未満経産牛             本牛が検定成績証明申込中のもの。  

(３）30 月以上 48 月未満経産牛    本牛が検定成績証明申込中又は証明済みのもの。  

(４) 48 月以上経産牛             本牛が検定成績証明済みのもの。    

４．自然災害等によって、出品牛の飼養期間や検定条件に著しく支障をきたしたとして、

会長がこれを認めたときは、本条第１項の飼養期間および第３項の検定成績証明の条件

について特例的に取扱う。 

 

（出品の申込）   

第７条 第１期に出品する者は、平成 27 年３月 31 日までに当該都道府県に申込むものと

する｡  

２．都道府県は、第１期の出品申込牛について、予め割当てられた第２期出品頭数の概ね

３倍の範囲内において審査選定の上、その選定一覧表を平成 27 年７月 31 日まで共進会

事務所に送付する。 

３．都道府県は、前項によって選定したものの中から、第２期出品割当頭数の範囲内にお

いて出品牛を選定し、その出品申込書及び登録証明書の写各１通を平成 27 年９月 28 日

までに共進会事務所に送付する。  

    

（出  品）   

第８条 出品牛は開会前々日（平成 27 年 10 月 21 日）17 時までに会場に搬入し、会期中

は搬出することができない。ただし、特別な事情があるときは協議の上、処理する。 

２．搬出は主催者の指示によって行う。   

３．出品牛の飼養地から審査会場、審査会場から飼養地への搬入、搬出に際しては特別措

置法第３条第２項に規定する飼養施設の変更の届けを行う。 

第９条 出品者は搬入の際、登録証明書及び別に定める「第 14 回全日本ホルスタイン共進

会衛生対策要領」に関する証明書等を提出しなければならない。生後 20 月以上の未経

産牛は妊娠確認書を添付する。  

第 10 条  出品牛搬入の際、前条による証明書等の点検を行うと同時に必要な検査を行い、
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疾病、悪癖等によって他に危害を及ぼす事故の恐れがあると認められるものは出品させ

ない。 

２．出品期間中、前項の事故を生じたものは場外に搬出する。  

第 11 条  出品者は、この共進会で交付された帽子等をつけなければならない。  

 

（出品作法の遵守）   

第 12 条  出品者は出品牛の欠点を隠す目的で体型を調整したり、牛体のいかなる部分でも

施術によって改変したり、その他不正行為によって自らの栄誉と共進会の権威を傷つけ

てはならない。なお、特に守るべき出品作法については別に定める。  

２．理由の如何を問わず審査を妨害する行為があってはならない。  

   

（出品牛の安全）   

第 13 条 この共進会は出品牛の安全について極力努めるが、不可抗力による損害はその責

を負わない。  

     

（経  費）   

第 14 条 出品牛の飼料費及びその他出品に要する経費は、出品者の負担とする。  

 

 

第３章  審査及び褒賞     

（審  査）   

第 15 条 審査は、ホルスタイン種、ジャージー種ともそれぞれの登録協会が定めている審

査標準に準拠して出品牛全頭について行う。                                             

２．第１期の審査は第 31 条に掲げる都道府県の出品委員が参加して行い、第２期の審査は

第 29 条に掲げる審査委員が行う。 

第 16 条 第２期の審査は平成 27 年 10 月 24 日９時に開始し、同年 10 月 25 日 17 時に終

了する。 

 

（褒  賞）※第 17 条第１項は、大臣賞等との関連で褒賞区分や内容を変更することがある   

第 17 条 審査の結果出品牛全部に対し、下表によって賞状及び賞品を贈る。特に成績優秀

なものがあるときは、第１・２部、第３～５部、第６・９部、第７・８・10・11 部、第

12 部、第 13 部、第 14 部、第 15・16 部、第 17・18 部の計９部門から、それぞれ名誉賞

と準名誉賞を選賞する。  

２．名誉賞の中から最高位賞１点を選賞する。  

３．第６部から第 14 部までの各部及び第 17 部から第 18 部の各部において、ベストアダー

各１点を選賞する。  
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４．第９から第 14 部、第 18 部の各部において、１等賞以上の中からＳＣＭ乳量の最高位

に対して、ベストプロダクション各１点を選賞する。  

５．学校や試験研究機関等から出品されたものは、農林水産大臣賞の対象にならない。 

６．高等学校から出品されたものに対して、特別賞を贈呈することがある。 

（１）部別擬賞点数  

部別 優等賞 １等賞 ２等賞 計（予定） 

１ ２０％ ３０％ ５０％ ２０ 

２ ２０％ ３０％ ５０％ ２０ 

３ ２０％ ３０％ ５０％ ２８ 

４ ２０％ ３０％ ５０％ ２８ 

５ ２０％ ３０％ ５０％ ２８ 

６ ２０％ ３０％ ５０％ ２０ 

７ ２０％ ３０％ ５０％ ２８ 

８ ２０％ ３０％ ５０％ ２８ 

９ ２０％ ３０％ ５０％ ２０ 

１０ ２０％ ３０％ ５０％ ２８ 

１１ ２０％ ３０％ ５０％ ２８ 

１２ ２０％ ３０％ ５０％ ２８ 

１３ ２０％ ３０％ ５０％ ２８ 

１４ ２０％ ３０％ ５０％ ２８ 

１５ ２０％ ３０％ ５０％ １０ 

１６ ２０％ ３０％ ５０％ １０ 

１７ ２０％ ３０％ ５０％ １０ 

１８ ２０％ ３０％ ５０％ １０ 

計 ８０頭 １２０頭 ２００頭 ４００頭 

注）出品頭数に基づき概ね表の割合によって擬賞する。 

（２）入賞リボン  

  入賞リボンは以下のとおりとする。ただし、事情によって変更することがある。 

賞名 最高位 名誉賞 準名誉賞 優等賞 １等賞 ２等賞 特別賞

色 紫 白 水 黄 青 赤 緑 

 

第 18 条 出品者は出品牛の審査を拒み、または再審査を要求し、若しくは審査の決定に対

し、異議を申し立て褒賞の授与を辞退または拒むことはできない。不正行為または誤り

によって褒賞を受けたことを発見した場合には、その褒賞を取消す。 
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第４章  会場及び参観 

（開場・閉場） 

第 19 条 開場は毎日９時とし、閉場は 17 時とする。ただし、都合によりこれを変更し、

または参観を停止することがある。 

（会場の保全） 

第 20 条 会場内の秩序維持及び出品牛の安全のため警備員を配置するほか、開場施設の保

全に極力努める。 

第 21 条 会場内秩序を乱し、会の進行を妨げる恐れがあると認めたものは、入場を拒み、

退場させることがある。  

     

  

第５章  出品に対する負担金      

（負担金の納入）    

第 22 条 参加都道府県はこの共進会に対し負担金を納入する。 

 

（負担金の基準）   

第 23 条 前条の負担金は次の基準に基づく頭数割と都道府県割との合計額とする。なお、

計算の基礎となる各都道府県における出品頭数には、後代検定娘牛の部及び高等学校特

別枠による頭数を加算する。 

１）頭数割  出品申込牛（第７条第３項による）１頭当たり 77,000 円 

２）都道府県割 出品申込牛（同上）から１頭を減じた頭数に 48,000 円を乗じた額。ただ

し、出品頭数が１頭の場合は負担金総額を 107,000 円とする。  

 

（負担金の納入期限） 

第 24 条 負担金の納入期限は平成 27 年７月 31 日とする｡  

 

 

第６章  事   務 

（役 職 員）  

第 25 条 この共進会に名誉総裁並びに総裁を置くことができる。 

第 26 条 この共進会に次の役員をおく。  

        名 誉 会 長              １ 名  

           会   長              １ 名  

           副 会 長              若干名  

           総務委員長                   １ 名  

      副総務委員長                 １ 名 
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           評 議 員                   若干名  

２．名誉会長には北海道知事を推戴する。  

３．会長は、日本ホルスタイン登録協会会長が就任し、会務を総理する。  

４．副会長は、日本ホルスタイン登録協会副会長及び日本ジャージー登録協会会長をこれ

にあて、会長を補佐し、会長に事故ある時はこれを代理する。  

５．総務委員長は、日本ホルスタイン登録協会専務理事をこれにあて、会長の命を受け会

務を掌理する。 

６. 副総務委員長は、日本ホルスタイン登録協会北海道支局長をこれにあて、総務委員長

を補佐し、総務委員長に事故ある時はこれを代理する。 

７．評議員は、日本ホルスタイン登録協会及び日本ジャージー登録協会役員をこれにあて、

共進会の運営に参画し、渉外等を担当する。  

 

第 27 条 この共進会に参与を置く。参与は参加都道府県の主務課長をこれにあてる。 

第 28 条 この共進会に顧問を置くことができる。顧問は会長が委嘱する。  

第 29 条 この共進会に次の審査委員を置く。会長は審査委員を任命または委嘱する。  

           審 査 委 員 長                １ 名  

           ホルスタイン種牛担当審査委員     １ 名  

                〃    副審査委員    １ 名  

           ジャージー種牛担当審査委員      １ 名  

                〃    副審査委員   １ 名  

第 30 条 この共進会に次の事務委員を置く。会長は事務委員を任命または委嘱する。  

           事 務 委 員 長                   １ 名  

           事  務  委  員                   若干名  

           獣    医    師                   若干名  

２．事務委員長は総務委員長の指揮を受け事務を掌理する。  

３．事務委員は事務委員長の指揮を受け事務を分掌する。  

４．獣医師は事務委員長の指揮を受け衛生業務を担当する。  

第 31 条 この共進会に出品委員若干名を置く。  

２．出品委員は都道府県の公務員又は協会の支部・承認団体、農業団体の役職員の内から、

支部承認団体長が都道府県と協議して推薦し、これを会長が委嘱する。  

３．出品委員は出品牛の選定及び飼養管理等の指導、共進会の運営に関して、本共進会と

の連絡交渉を行う。  

 

（処  務）  

第 32 条 処務に関する細則は別に定める。  

第 33 条 この規則に定めていない事項は会長がこれを決める。 
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（別 記） 

出 品 作 法 の 遵 守 

 

１．守るべき出品牛マナー 

１）牛体のいかなる部分でも、医療的整形をしてはならない。 

２）薬剤などを使用して不自然に活気づける、あるいは神経過敏を防ぐ、跛行を隠すな

どの行為をしてはならない。 

３）牛体部分の凹みをたたいて盛り上げる、皮下に異物を挿入する、パウダーなどで外

貌の輪郭を変えるなどの行為をしてはならない。  

４）不自然な方法で、乳房の形を調整したり、乳頭の形や方向を修正してはならない。 

５）色素などを利用して、牛体特に乳房の自然の色彩を変えてはならない。 

６）過度の給水など人工的方法で腹部を膨らませてはならない。 

７）背線や尾根部などに過剰な体毛操作（つけ毛、植毛）を施してはならない。 

８）背線や尾根部の毛の長さは３cm を超えてはならない。 

 

２．守るべき出品者（リードマン）マナー 

１）服装は、上下とも白色のものを着用し、牧場名等の文字を入れてはならない。 

２）品位ある態度で序列決定に従い、審査講評が終わるまで、みだりに出品牛を動かし

てはならない。 

３）審査中に出品牛の間隔をみだりに空けたり、他の出品者の妨げとなる行為をしては

ならない。 

４）産次及び分娩月日等を不正確に伝えてはならない。 

 

３．出品者への通知 

  守るべきマナーを、出品窓口団体の担当者を通じて事前に通知し、周知徹底を図る。 

 

４．出品牛の確認 

  過剰な準備を施していると認められる時は、直ちに行為の停止、若しくは人工的に加

えられた異物等の排除と、獣医師による診療カルテ・診断書等の提出を求めることがあ

る。 

  これらに従わない場合、若しくはその行為が悪質であると認められた時には、共進会

への出品を拒否する。 

 

 

 

 


